播磨地域支援費ｻｰﾋﾞｽ第三者評価機構

第三者評価情報公表要領



特定非営利活動法人播磨地域支援費ｻｰﾋﾞｽ第三者評価機構(以下｢機構｣という。)が実施する評価結果等の情報の公表について以下のとおり定める。
（公表の目的）

第１条　支援費サービスにおける質の向上に向けた事業者の取り組みを紹介し、利用に関する利用者の選択および事業の透明性の確保に資するため、第三者評価結果等の情報を公表する。


（公表の内容）

第２条　機構は、前条に定める目的を達成するため、別記１に定められた様式等により、事業所概要（プロフィール）、評価結果情報、評価方法を公表する。
ただし、個人情報保護の観点から、評価結果情報における利用者が特定される場合の情報、並びに評価決定に至る検討経過については、公表しないものとする。

２　機構は、前項に定める情報の他、評価の過程で得た必要な情報を公表することができる。


(公表方法)

第３条　前条に定める情報の公開は、機構の事務局、当該事業所および播磨地域市町の支援費相談窓口における報告書による紙面と別記１に定める評価概要を機構が運営するホームページに掲載することによって公表する。

(公表手続等)

第４条　評価結果情報は、機構が事業者へのフィードバック終了後、原則として30日以内に公表するものとする。

２　評価結果情報は、別紙様式２による当該事業者の公表の同意の確認を経た上で公表するものとする。ただし、事業者の公表の同意を得られなかった場合には、その理由を公表するものとする。

３　事業所概要は、原則として当該事業所から報告された内容を加除修正することなく公表するものとする。
ただし、公序良俗に反する内容、公表により当該事業所を利用する利用者及び関係者に著しく悪い影響を与える内容等、本制度の趣旨に照らしふさわしくないものと認められる場合には、機構は、情報の訂正並びに削除を行うことができる。


（評価結果情報の保護)

第５条　公表する内容は、機構において、保護・管理するものとする。
２　評価結果情報の加工、編纂および一部複写は一切禁止するものとし、それらの情報は当機構の評価結果情報としての効力は無いものとする。
３　評価結果情報について、支援費ｻｰﾋﾞｽ利用の情報提供に資する以外に評価結果報告書を配布する場合は、あらかじめ機構の許可を必要とする。

（公表期間）

第６　評価結果情報については、当該評価を行った年度を含み、3年目に該当する年度の末日まで公表し、５年間保存するものとする。


附則　本要領は平成16年12月10日から施行する。

(別記１)
(１)　評価結果情報
【紙面　(評価結果報告書)　による公開】

1 事業所より提出のあった事業所概要（プロフィール）
2 評価概要（別紙様式１-1）

評価日時、チャート図、大分類集計表、評価項目集計表、工夫事例一覧

3 評価項目シート（別紙様式１-２）

【インターネットによる公開】

1 事業所より提出のあった事業所概要（プロフィール）
2 評価概要（別紙様式１-1）

評価日時、チャート図、大分類集計表、評価項目集計表、工夫事例一覧
　　③　公表アドレス　：　http://www.hm.h555.net/~shien-hyouka/
（2） 　公表の様式
様式１-１
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支援費サービス第三者評価評価結果集計表
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3
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5

4
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3
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B
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就労・社会参加�U

作業の進め方や注意事項、製品管理のマニュアルを作っている。マ

ニュアルで理解しやすい人、感覚的に覚えることが得意な人等、利

用者の特性に応じて対応している。（利用者用の写真やピクチャー

による説明が作業室に掲示。別に職員用の作業手順のマニュアル

がある。）

食事�T

職場実習や就業準備訓練、企業内授産、自立生活体験室など社会

資源の活用に工夫がある。

地域拠点機能

法人全体で、市の自治会連合会、連合婦人会、老人クラブ連合会、

民生児童委員協議会等々と連携している。機関紙を発行し、公民館

や市役所、市内の幼・小・中学校に配布、各種団体に配布している。

また随時、見学日を設定し幅広い見学者の受入れをしている。

席や時間は自由に選択でき、自らのペースで食事が出来る。

サービス提供

毎月の個別支援会議には、生活担当職員、活動担当職員および主

任が参加し、共通認識、周知に努めている。また、生活全般につな

がる事項は、毎月職員会議で全職員により協議、周知している。

自己決定

各部各事業ごとにサービスの目的を明示し、それに向けて進めてい

る。利用者が住み慣れた地域で働き暮らすために、就労による社会

参加促進に力を注いでいる。また、地域に生活基盤のない人たちの

就労及び独立生活の支援も合わせて行っている。

項目

基本方針

意思疎通

活動支援の一環で、パソコンでのメール交換やＦＡＸを送る練習を

行っている。能力的に困難な方は、担当職員が代行する形で外部と

の意思疎通を支援している。









工夫事例


























様式１-２
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自らの事業所・施設以外に多様な相談窓口を確保してい

る。

×

×

×

×
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3

定期的に利用者全員に個別の話し合いをもち、相談を

行っている。

○

×

×

○

×

4

利用者の相談に対しては個別に対応している。

○

○

○

○

○

5

経済的・社会的な相談に対して適切に対応できる体制を

確保している。（通勤寮・GHのみ）

非

非

非
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評価員Ａ

評価員Ｂ
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△

△

○

○

○

○

○

5

理　　　由　　　欄

個別担当者以外に男女各１名の相談担当者を設置

知的施設という特性上，困難な部分もあるが，対応可能な軽度入所者に対しては提供可能では？

緊急的・或いは必要時には個別相談等が行われていることは，記録等で確認可能であるが，定期的という点で

体系的で明確な基準が明示されていない為，○とは言い難いと考えられる。

個別支援計画・記録等で確認





3

内　　　容　　　欄

苦情については相談窓口を明確にしている。日常的な相談については各ご利用者の担

当が相談を受けている。

毎月、個別に相談日を決め、３０分の面談を実施

特に外部の相談窓口を確保していないが、希望があれば対応できる。

定期的ではなく、各担当の職員が日常的に会話を持つことにより、特記すべき内容があればケー

ス記録へ記入をしている。ケース記録に記入するため全職員が閲覧できるので、ここでいう適切

な保護には該当しないかもしれないが。（ケース記録自体がプライバシーの保護対象？）
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1

2

3

4

利用者からの個別の苦情・相談にたいしては苦情受付をして対応している。
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【事業者・施設特記事項（工夫事例）】

評価員確認欄

【自己評価と第三者評価が異なる場合の理由および評価員特記事項欄】（評価員のみ記入）

基準

番号

1

5

6





利用者からの多様な相談に積極的に対応していますか。

第三者評価

自己評価

評　　価　　項　　目


様式２

評価情報公表同意書

先般、受け取った評価報告書により、支援費サービス第三者評価結果について、以下の変更ならびに条件をもって、機構の定めに準ずる公表に同意します。
　平成　　　年　　　月　　　日

事業者
　　　
（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                              　　　　　　　　　　　　　　　

（事業者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
（役職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　            　　　　　　　  印　　
　
同意条件

　　□　条件･変更なし

　　□　以下の項目（ページ）については公表しないでください。

　　□　以下の情報の変更をお願いします。
	項目･基準番号
	１）項目名(　　　　　　　　)　　　　基準番号（　　）
２）項目名(　　　　　　　　)　　　　基準番号（　　）

３）項目名(　　　　　　　　)　　　　基準番号（　　）

	変更･未公表

の内容
	

	変更･未公表

の理由
	


＊３項目以上または上記に記入できない場合は恐れ入りますが、別紙にてご報告ください。
工夫事例と思われる箇所に下線を記入してください。





評価員特記事項欄です。記入内容の制限はありませんが、以下のことは必ず記入ください。


＊自己評価と総合評価が違う理由。


＊事業所記入事項の内容が違う又は確認出来ない内容。


＊評価のバラつき、迷う理由。





総合評価欄です。三人の合議の結果を記入ください。


意見が調整できなかった場合や評価できなかった場合は、不可とします。





個人の評価記入欄です。


△・空欄は×とします。


迷われる理由を下記に記入





左の事業者記入事項の確認欄です。


○＝書類で確認した場合。　△＝現地で見た場合（掲示物含む）


×＝内容が違う場合。　　　話だけの場合は空欄にします





事務局で記入します
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